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危険物事故防止に関する各種取組を実施します 

－危険物安全月間に合わせた普及啓発活動－ 
 

堺市消防局では、毎年 6月に大阪府内で実施される危険物安全月間や全国で実施される安全週間に合わせ、

以下のとおり、危険物事故防止に関する各種取組を実施します。 

危険物にはガソリン・灯油・アルコール・天ぷら油等があり、近年ではモバイルバッテリー等に使われるリチウムイオン電

池が原因となる火災が増加しています。 

取組期間中、危険物施設の自主保安体制の充実・強化を図り、住民の皆様の危険物に対する防災意識を高め、

地域の安全と安心の確保に努めます。 

 

1 取組期間 

危険物安全月間 令和8年 6月 1日（月）～6月 30日（火） 

重点推進安全週間 令和8年 6月 7日（日）～6月 13日（土） 

 

2 重点推進事項 

・危険物に係る事故防止策の促進 

・防災意識の普及啓発 

・防災体制の充実強化 

 

3 主な取組内容 

・危険物安全大会における優良危険物関係事業所等の表彰式を実施 

・「ガソリンの危険性」の啓発動画を YouTube 上で公開 

・広報宣伝や防災訓練の実施 

・リチウムイオン電池の火災予防啓発の実施 

 

4 令和 8年度「危険物安全週間推進標語」 

つかみ取れ！めざす無事故の頂（いただき）を 

 

5 その他 

詳細は以下の堺市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shimin/kasaiyobo/yoboukeihatsu_kasai/31373920230515083309120.html 
  

問
い
合
わ
せ
先 

担 当 課：消防局 予防部 危険物保安課 

電 話：072-238-6006 

フ ァ ッ ク ス：072-228-8161 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shimin/kasaiyobo/yoboukeihatsu_kasai/31373920230515083309120.html



